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福井市指定訪問型予防給付相当サービス及び指定訪問型基準緩  

和サービス（Ａ型）事業の人員、設備及び運営等に関する基  

準を定める要綱  

 

第１章  総則  

 

（趣旨）  

第１条  この要綱は、福井市介護予防・日常生活支援総合事業実施要

綱（以下「市実施要綱」という。）第４条別表に規定する第一号訪問

事業のうち、訪問型予防給付相当サービス（以下「訪問型相当サー

ビス」という。）及び訪問型基準緩和サービス（Ａ型）（以下「訪問

型Ａ型サービス」という。）の人員、設備及び運営等に関する基準に

ついて定めるものとする。  

  

（定義）  

第２条  この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるも

ののほか、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」とい

う。）、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省

令」という。）、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な

実施を図るための指針（  平成２７年厚生労働省告示第１９６号。以

下「ガイドライン」という。）、地域支援事業実施要綱（平成１８年

６月９日老発第０６０９００１号厚生労働省老健局長通知「地域支

援事業の実施について」別紙。以下「国実施要綱」という。）、平成

３０年度介護報酬改定前の指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のため

の効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３

５号。以下「旧介護予防サービス等の基準」という。）、指定居宅サ

ービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準（平成１１年９

月１７日老企第２５号。以下「基準解釈通知」という。）、平成３０

年度介護報酬改定前の基準解釈通知（以下「旧基準解釈通知」とい

う。）、介護保険法施行規則第１４０条の６３の６第１号に規定する

厚生労働大臣が定める基準（令和３年厚生労働省告示第７１号。以

下、「基準告示」という。）、介護保険法施行規則第１４０条の６３の

６第１号に規定する厚生労働大臣が定める基準について（令和３年
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３月１９日老認発０３１９第２号厚生労働省老健局認知症施策・地

域介護推進課長通知。以下「基準告示留意事項通知」という。）、市

実施要綱、福井市介護予防・日常生活支援総合事業の指定事業者の

指定等に関する要綱（以下「指定要綱」という。）及び福井市介護予

防ケアマネジメント事業実施要綱（以下「介護予防ケアマネジメン

ト要綱」という。）の例による。  

２  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に

定めるところによる。  

（１）  利用料  市実施要綱第８条に規定する第一号事業に要する費

用に係る対価をいう。  

（２）  第一号事業支給費用基準額  市実施要綱第８条に規定する第

一号事業に要する費用の額をいう。  

（３）  法定代理受領サービス  法第１１５条の４５の３第３項の規

定により第一号事業支給費が利用者に代わり指定事業者に支払

われる場合の当該第一号事業支給費に係るサービスをいう。  

（４）  常勤換算方法  当該事業所の従業者の勤務延べ時間数を当該

事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数で除すること

により、当該事業所の従業者の員数を常勤のサービス提供責任

者の員数に換算する方法をいう。  

（５）   一定の研修  訪問型Ａ型サービスの従事者を対象に指定事業

者等において実施する、別に定める研修をいう。  

 

（事業の一般原則）  

第３条  法第１１５条の４５の５第１項の規定により訪問型相当サー

ビスの事業に係る指定事業者の指定を受けた者（以下「指定訪問型

相当サービス事業者」という。）及び訪問型Ａ型サービスの事業に係

る指定事業者の指定を受けた者（以下「指定訪問型Ａ型サービス事

業者」という。）は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者

の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。  

２  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービス事

業者は、その事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重

視し、市、地域包括支援センター、他の介護予防サービス事業者そ



3 

 

の他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に

努めなければならない。  

３  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービス事

業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置

する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修

を実施する等の措置を講じなければならない。  

４  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービス事

業者は、サービスを提供するに当たっては、法第１１８条の２第１

項に規定する介護保険等関連情報その他必要な情報を活用し、適切

かつ有効に行うよう努めなければならない。  

５  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービス事

業者は、身体的拘束等の適正化を図るため、次の各号に掲げる措置

を講ずるよう努めなければならない。  

（１）  身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会（テレ

ビ電話装置その他の情報通信機器（以下「テレビ電話装置等」と

いう。）を活用して行うことができるものとする。）を３箇月に一

回以上開催するとともに、その結果について、介護職員その他の

従業者に周知徹底を図ること。  

（２）  身体的拘束等の適正化のための指針を整備すること。  

（３）  介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のた

めの研修を定期的に実施すること。  

 ６  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービス事

業者並びにこれらの役員（取締役、執行役又はこれらに準ずる者と

同等以上の支配力を有する者と認められる者をいう。）は、福井市暴

力団排除条例（平成２３年福井市条例第２２号）第２条第１号に規

定する暴力団（以下この項において「暴力団」という。）若しくは同

条第３号に規定する暴力団員等又は暴力団若しくは同条第２号に規

定する暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者であって

はならない。  

  

 

  第２章  指定訪問型相当サービス   
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（指定訪問型相当サービスの事業の基準）  

第４条  指定訪問型相当サービス事業者から、当該事業を行う事業所

（以下「指定訪問型相当サービス事業所」という。）により提供され

る当該指定に係る訪問型相当サービス（以下「指定訪問型相当サー

ビス」という。）の人員、設備および運営に関する基準は、この章に

定めるものを除くほか、旧介護予防サービス等の基準及び旧基準解

釈通知が介護予防訪問介護について定めるところに準じるものとす

る。  

  

（訪問介護員等の員数）  

第５条  指定訪問型相当サービス事業者が指定訪問型相当サービス事

業所ごとに置くべき訪問介護員等（指定訪問型相当サービスの提供

に当たる介護福祉士又は法第８条第２項に規定する政令で定める者）

の員数は、常勤換算方法で、２．５以上とする。  

２  指定訪問型相当サービス事業者は、指定訪問型相当サービス事業

所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者（当該指定訪問介護

相当サービス事業者が指定訪問介護事業者（指定居宅サービス等の

事業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第   

３７号。以下「指定居宅サービス等基準」という。）第５条第１項に

規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。）の指定を併せて受

け、かつ、指定訪問型相当サービスの事業と、指定訪問介護（指定

居宅サービス等基準第４条に規定する指定訪問介護をいう。以下同

じ。）の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合に

あっては、当該事業所における指定訪問型相当サービス及び指定訪

問介護の利用者。以下この条において同じ。）の数が４０又はその端

数を増すごとに１人以上の者をサービス提供責任者としなければな

らない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数につい

ては、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。  

３  前項の利用者の数は、前３月の平均値とする。ただし、新規に指

定を受ける場合は、推定数による。  

４  第２項のサービス提供責任者は、介護福祉士又はその他厚生労働
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大臣が定める者（平成２４年３月１３日厚生労働省告示第１１８号）

であって、専ら指定介護予防訪問介護相当サービスに従事するもの

をもって充てなければならない。ただし、利用者に対する指定介護

護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地

内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜

間対応型訪問介護事業所に従事することができる。  

５  第２項の規定にかかわらず、常勤のサービス提供責任者を３人以

上配置し、かつ、サービス提供責任者の業務に主として従事する者

を１人以上配置している指定訪問型相当サービス事業所において、

サービス提供責任者が行う業務が効率的に行われている場合にあっ

ては、当該指定訪問型相当サービス事業所に置くべきサービス提供

責任者の員数は、利用者の数が５０又はその端数を増すごとに１人

以上とすることができる。  

６  指定訪問型相当サービス事業者が指定訪問介護事業者の指定を併

せて受け、かつ、指定介護訪問型相当サービスの事業と指定訪問介

護の事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合につ

いては、指定居宅サービス等基準第５条第１項から第４項までに規

定する人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する

基準を満たしているものとみなすことができる。  

 

（管理者及びサービス提供責任者の責務）  

第６条  指定訪問型相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問  

型相当サービス事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行わなけ

ればならない。  

２  指定訪問型相当サービス事業所の管理者は、当該指定訪問型相当

サービス事業所の従業者にこの章の規定を遵守させるため必要な指

揮命令を行うものとする。  

３  サービス提供責任者（第５条第２項に規定するサービス提供責任

者をいう。以下この節及び次節において同じ。）は、次の各号に掲げ

る業務を行うものとする。  

（１）  指定訪問型相当サービスの利用の申込みに係る調整をする

こと。  



6 

 

（２）  利用者の状態の変化やサービスに関する意向を定期的に把

握すること。  

（３）  介護予防支援事業者等に対し、指定訪問型相当サービスの

提供に当たり把握した利用者の服薬状況、口腔機能その他の利

用者の心身状態及び生活状況等に係る必要な情報等の提供を

行うこと。  

（４）  サービス担当者会議への出席等介護予防支援事業者等との

連携に関すること。  

（５）  訪問介護員等（サービス提供責任者を除く。以下この条に

おいて同じ。）に対し、具体的な援助目標及び援助内容を指示

するとともに、利用者の状況についての情報を伝達すること。 

（６）  訪問介護員等の業務の実施状況を把握すること。  

（７）  訪問介護員等の能力や希望を踏まえた業務管理を実施する

こと。  

（８）  訪問介護員等に対する研修、技術指導等を実施すること。  

（９）  その他サービス内容の管理について必要な業務を実施する

こと。  

 

 （運営規程）  

第７条  指定訪問型相当サービス事業者は、指定訪問型相当サービス

事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する

規程（以下「運営規程」という。）を定めておかなければならない。 

（１）事業の目的及び運営の方針  

（２）従業者の職種、員数及び職務の内容  

（３）営業日及び営業時間  

（４）指定訪問型相当サービスの内容及び利用料その他の費用の額  

（５）通常の事業の実施地域  

（６）緊急時等における対応方法  

（７）虐待の防止のための措置に関する事項  

（８）その他運営に関する重要事項  

 

（職務体制の確保等）  
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第８条  指定訪問型相当サービス事業者は、利用者に対し適切な指定

訪問型相当サービスを提供できるよう、指定訪問型相当サービス事

業所ごとに、訪問介護員等の勤務の体制を定めておかなければなら

ない。  

２  指定訪問型相当サービス事業者は、指定訪問型相当サービス事業

所ごとに、当該指定訪問型相当サービス事業所の訪問介護員等によ

って指定訪問型相当サービスを提供しなければならない。ただし、

利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務については、この限りで

ない。  

３  指定訪問型相当サービス事業者は、訪問介護員等の資質の向上の

ために、その研修の機会を確保しなければならない。  

４  指定訪問型相当サービス事業者は、適切な指定訪問型相当サービ

スの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又

は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な

範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止

するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。 

 

（業務継続計画の策定等）  

第９条  指定訪問型相当サービス事業者は、感染症や非常災害の発生

時において、利用者に対する指定訪問型相当サービスの提供を継続

的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るた

めの計画（以下「業務継続計画」という。）を策定し、当該業務継続

計画に従い必要な措置を講じなければならない。  

２  指定訪問型相当サービス事業者は、訪問介護員等に対し、業務継

続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に

実施しなければならない。  

３  指定訪問型相当サービス事業者は、定期的に業務継続計画の見直

しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。  

 

（衛生管理等）  

第１０条  指定訪問型相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の

保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。  
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２  指定訪問型相当サービス事業者は、指定訪問型相当サービス事業

所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならな

い。  

３  指定訪問型相当サービス事業者は、当該指定訪問型相当サービス

事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲

げる措置を講じなければならない。  

（１）当該指定訪問型相当サービス事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための対策を検討する委員会（テレビ電話装置等

を活用して行うことができるものとする。）をおおむね６月に１回

以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を

図ること。  

（２）当該指定訪問型相当サービス事業所における感染症の予防及び

まん延の防止のための指針を整備すること。  

（３）当該指定訪問型相当サービス事業所において、訪問介護員等に

対し、感染症の予防及びまん延の防止のための研修及び訓練を定

期的に実施すること。  

 

（掲示）  

第１１条  指定訪問型相当サービス事業者は、指定訪問型相当サービ

ス事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、訪問介護員等の勤務

の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる

重要事項を掲示しなければならない。  

２  指定訪問型相当サービス事業者は、前項に規定する事項を記載し

た書面を当該指定訪問型相当サービス事業所に備え付け、かつ、こ

れをいつでも関係者に自由に閲覧させることにより、同項の規定に

よる掲示に代えることができる。  

 

 （不当な働きかけの禁止）  

第１２条  指定訪問型相当サービス事業者は、介護予防サービス計画

及びケアプランの作成又は変更に関し、介護予防支援事業者等又は

法第１１５条の４５第１項第１号に規定する居宅要支援被保険者等

に対して、利用者に必要のないサービスを当該ケアプラン等に位置
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付けるよう求めることその他の不当な働きかけを行ってはいけない。 

 

（地域との連携等）  

第１３条  指定訪問型相当サービス事業者は、その事業の運営に当た

っては、提供した指定訪問型相当サービスに関する利用者からの苦

情に関して市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他

の市町村が実施する事業に協力するよう努めなければならない。  

２  指定訪問型相当サービス事業者は、指定訪問型相当サービス事業

所の所在する建物と同一の建物に居住する利用者に対して指定訪問

型相当サービスを提供する場合には、当該建物に居住する利用者以

外の者に対しても指定訪問型相当サービスの提供を行うよう努めな

ければならない。  

 

（虐待の防止）  

第１４条  指定訪問型相当サービス事業者は、虐待の防止のための措

置に関する事項についての運営規程を定めるとともに、虐待の発生

又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。  

（１）  当該指定訪問型相当サービス事業所における虐待の防止のた

めの対策を検討する委員会（テレビ電話装置等を活用して行うこ

とができるものとする。）を定期的に開催するとともに、その結

果について、訪問介護員等に周知徹底を図ること。  

（２）当該指定訪問型相当サービス事業所における虐待の防止のた  

めの指針を整備すること。  

（３）当該指定訪問型相当サービス事業所において、訪問介護員等に

対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。  

（４）前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこ  

と。  

 

（記録の整備）  

第１５条  指定訪問型相当サービス事業者は、従業者、設備、備品及  

び会計に関する諸記録を整備しておかなければならない。  
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２  指定訪問型相当サービス事業者は、利用者に対する指定訪問型相

当サービスの提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、その完

結の日から５年間保存しなければならない。  

（１）  訪問型相当サービス計画  

（２）  旧介護予防サービス等の基準第１９条第２項に規定する提

供した具体的なサービスの内容等の記録  

（３）  旧介護予防サービス等の基準第２３条に規定する市への通

知に係る記録  

（４）  旧介護予防サービス等の基準第３４条第２項に規定する苦

情の内容等の記録  

（５）  旧介護予防サービス等の基準第３５条第２項に規定する事

故の状況及び事故に際してとった処置についての記録  

 

 

 第３章  指定訪問型Ａ型サービス  

 

 （基本方針）  

第１６条  指定訪問型Ａ型サービス事業者から、当該事業を行う事業

所（以下「指定訪問型Ａ型サービス事業所」という。）により提供さ

れる当該指定に係る訪問型Ａ型サービス（以下「指定訪問型Ａ型サ

ービス」という。）の事業は、その利用者が可能な限りその居宅にお

いて、要支援状態の維持若しくは改善又は生活機能の維持又は向上

を図り、自立した日常生活を営むことができるよう、「訪問介護にお

けるサービス行為ごとの区分等について」（平成１２年３月１７日老

計第１０号厚生省老人保健福祉局老人福祉計画課長通知）において

例示される身体介護を含まない掃除、買い物、調理などの生活援助

を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利

用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。  

 

 （従事者等の員数）  

第１７条  訪問型Ａ型サービス事業者は、指定訪問型Ａ型サービス事

業所ごとに、従事者（指定訪問型Ａ型サービスの提供に当たる介護
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福祉士、法第８条第２項に規定する政令で定める者又は別に市長が

定める一定の研修を受講した者をいう。以下同じ。）について、当該

指定訪問型Ａ型サービスの提供を適切に実施するために常勤換算法

で１．０以上必要な員数を置かなければならない。  

２  指定訪問型Ａ型サービス事業者は、指定訪問型Ａ型サービス事業

所ごとに、従事者のうち、厚生労働大臣が定めるサービス提供責任

者（平成２４年３月１３日厚生労働省告示第１１８号）の要件を備

える者を１人以上必要な数の者を訪問事業責任者としなければなら

ない。ただし、当該指定訪問型Ａ型事業者が指定指定訪問介護事業

者又は指定訪問型相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、

指定訪問型Ａ型サービスの事業と指定訪問介護又は指定訪問型サー

ビスの事業が同一の事業所で一体的に運営されている場合で、訪問

型Ａ型サービスの提供に支障がない場合にあっては、サービス提供

責任者を以て訪問事業責任者とすることができる。また、訪問事業

責任者は利用者に対する訪問型Ａ型サービスの提供に支障がない場

合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事

業所（福井市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、運営等

の基準等に関する条例（平成２４年１２月２６日条例第４４号。以

下「地域密着型サービス基準等条例」という。）第７条第１項に規定

する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。）又は指

定夜間対応型訪問介護事業所（地域密着型サービス基準等条例第４

８条第１項に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。）に従

事することができる。  

 

 （管理者）  

第１８条  指定訪問型Ａ型サービス事業者は、指定訪問型Ａ型サービ

ス事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければなら

ない。ただし、指定訪問型Ａ型サービス事業所の管理上支障がない

場合は、当該指定訪問型Ａ型サービス事業所の他の職務に従事し、

又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することが

できるものとする。  
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（設備に関する基準）  

第１９条  指定訪問型Ａ型サービス事業所には、事業の運営を行うた

めに必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、指定訪問型Ａ型

サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。  

２  指定訪問型Ａ型サービス事業者が、指定訪問介護事業者又は指定

訪問型相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、指定訪問型

Ａ型サービスの事業と指定訪問介護又は指定訪問型相当サービスの

事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合について

は、指定居宅サービス等基準第７条第１項又は旧介護予防サービス

等の基準第７条第１項に規定する設備に関する基準を満たすことを

もって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことがで

きる。  

 

 （生活援助の総合的な提供）  

第２０条  指定訪問型Ａ型サービス事業者は、指定訪問型Ａ型サービ

ス事業の運営に当たっては、第１６条に規定する生活援助を常に総

合的に提供するものとし、生活援助のうち特定の支援に偏すること

があってはならない。  

 

（指定訪問型Ａ型サービスの事業の基準）  

第２１条  指定訪問型Ａ型サービスの人員、設備および運営に関する

基準は、この章に定めるものを除くほか、旧介護予防サービス等の

基準及び旧基準解釈通知が介護予防訪問介護について定めるところ

によるものとする。ただし、運営規定については本要綱第７条、職

務体制の確保等については第８条、業務継続計画の策定等について

は第９条、衛生管理等については第１０条、掲示については第１１

条、地域との連携等については第１３条、虐待の防止については第

１４条を準用する。  

 

 

   第４章  委任  

  

 （委任）  
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第２２条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市

長が別に定める。  

 

 

   第５章  雑則  

 

 （電磁的記録等）  

第２３条  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービ

ス事業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、書面（書

面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形

等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その

他の有体物をいう。）で行うことが想定されるものについては、書面

に代えて、当該書面に係る電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ

の他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記

録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）

により行うことができる。  

２  指定訪問型相当サービス事業者及び指定訪問型Ａ型サービス事業

者は、交付、説明、同意、承諾、締結その他これらに類するもの（以

下「交付等」という。）のうち、書面で行うことが想定されるものに

ついては、当該交付等の相手方の承諾を得て、書面に代えて、電磁

的方法（電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識する

ことができない方法をいう。）によることができる。  
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    附  則  

 

  この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。  

 

 

    附  則  

  

  この要綱は、平成３０年１０月１日から施行する。  

 

     

    附  則  

  

  この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。  

 

   附  則  

  

  この要綱は、令和３年４月１日から施行する。ただし、令和６年

３月３１日までの間、第９条、第１０条第３項及び第１４条の規定

の適用については、これらの規定中「講じなければ」とあるのは、「講

じるよう努めなければ」とする。  

 


